
３ 参照条文 

 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）（抄） 

 

〔定義〕 

第二条 （略） 

②～⑧ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは，次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

一～五 （略） 

六 前各号に掲げるもののほか，次のいずれかに該当する行為であつて，公正な競争を阻害す

るおそれがあるもののうち，公正取引委員会が指定するもの 

イ～ハ （略） 

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 

ホ・ヘ （略） 

 

〔不公正な取引方法の禁止〕  

第十九条  事業者は，不公正な取引方法を用いてはならない。 

 

〔既往の行為に対する確約手続〕 

第四十八条の六 公正取引委員会は，第三条，第六条，第八条又は第十九条の規定に違反する疑

いの理由となつた行為が既になくなつている場合においても，公正かつ自由な競争の促進を図

る上で特に必要があると認めるときは，第一号に掲げる者に対し，第二号に掲げる事項を書面

により通知することができる。ただし，第五十条第一項（第六十二条第四項において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定による通知をした後は，この限りでない。 

一 次に掲げる者 

イ 疑いの理由となつた行為をした者 

ロ～ニ （略） 

二 次に掲げる事項 

イ 疑いの理由となつた行為の概要 

ロ 違反する疑いのあつた法令の条項 

ハ 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨 

 

〔排除確保措置計画に係る認定の申請，認定，申請の却下，計画変更に係る認定〕 

第四十八条の七 前条の規定による通知を受けた者は，疑いの理由となつた行為が排除されたこ

とを確保するために必要な措置を自ら策定し，実施しようとするときは，公正取引委員会規則

で定めるところにより，その実施しようとする措置（以下この条から第四十八条の九までにお

いて「排除確保措置」という。）に関する計画（以下この条及び第四十八条の九において「排

除確保措置計画」という。）を作成し，これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会

に提出して，その認定を申請することができる。 

② 排除確保措置計画には，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 排除確保措置の内容 

二 排除確保措置の実施期限 

三 その他公正取引委員会規則で定める事項 

③ 公正取引委員会は，第一項の規定による認定の申請があつた場合において，その排除確保措

置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは，その認定をするものとする。 

一 排除確保措置が疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために十分なもの

であること。 

二 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。 



④～⑧ （略） 

 

〔排除確保措置計画に係る認定の効果〕 

第四十八条の八 第七条第一項及び第二項（第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用

する場合を含む。），第七条の二第一項（同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用

する場合を含む。）及び第四項，第八条の二第一項及び第三項，第二十条第一項並びに第二十

条の二から第二十条の六までの規定は，公正取引委員会が前条第三項の認定（同条第七項の規

定による変更の認定を含む。次条，第六十五条，第六十八条第二項及び第七十六条第二項にお

いて同じ。）をした場合において，当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除確保措置

に係る行為については，適用しない。ただし，次条第一項の規定による決定があつた場合は，

この限りでない。 

 

○ 不公正な取引方法（昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号）（抄） 

（拘束条件付取引） 

12 法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか，相手方とその取引の相手方との 

取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて，当該相手方と取引すること。 


